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●配偶者が控除対象とならない場合の例 

『本人所得』と『配偶者の区分』の記入内容によって、以下に該当する場合は、配偶

者氏名等を記入いただいても控除の対象となりませんので、ご注意ください。 

 

① 『配偶者の区分』に 95万円を超える所得見積額を記入した場合 

配偶者の区分

機構
使用欄

上記以外の方は、｢手引き｣を
参照し、右の欄に年間所得の
見積額をご記入ください。
（収入がない方はゼロを記入）

配偶者の収入が年金のみで、
下記１，２のどちらかに該当する
方は右の欄に○をしてください。
１．65歳以上の場合、年金額が

158万円以下の方
２．65歳未満の場合、年金額が

108万円以下の方

98
万円

 
 

② 『本人所得』において、所得見積額が 900万円を超えるとして○をし、 

かつ『配偶者の区分』に 48万円を超える所得見積額を記入した場合 

配偶者の区分

機構
使用欄

上記以外の方は、｢手引き｣を
参照し、右の欄に年間所得の
見積額をご記入ください。
（収入がない方はゼロを記入）

配偶者の収入が年金のみで、
下記１，２のどちらかに該当する
方は右の欄に○をしてください。
１．65歳以上の場合、年金額が

158万円以下の方
２．65歳未満の場合、年金額が

108万円以下の方

58

本人所得
（該当なしの場合は

記入不要）

年間所得の見積額が９００万円を
超える場合は右の欄に○をしてください。

万円

 
 

 

③ 『本人所得』において、所得見積額が 900万円を超えるとして○をし、 

かつ『配偶者障害』（下記  参照）において、障害者に該当しない場合 

 

本人所得
年間所得の見積額が９００万円を
超える場合は右の欄に をしてください。  

 

1.普通障害

2.特別障害

配偶者障害
該当なしの場合
は記入不要

配偶者の区分

機構
使用欄

万円

配偶者の収入が年金のみで、
下記１，２のどちらかに該当の方
は右の欄に をしてください。
１．65歳以上の場合、年金額が

158万円以下の方
２．65歳未満の場合、年金額が

108万円以下の方

上記以外の方は、｢手引き｣を
参照し、右の欄に年間所得の
見積額をご記入ください。
（収入がない方はゼロを記入）

 
 

 

 

 

 

 

✍✍  

✍✍  

✍✍  

 ６ 
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1.普通障害

2.特別障害

配偶者障害
該当なしの場合
は記入不要

 
 

 ●摘要欄の記入例は  をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「配偶者障害」欄は、配偶者が普通障害者に該当する場合、「1.普通障害」、

特別障害者に該当する場合、「2.特別障害」を○で囲んでください。 

また、障害者に該当する場合は、裏面の⑭「摘要」欄に、配偶者の氏名、身体障害者手帳等の種類と

交付年月日、障害の程度（等級など）をご記入ください（手帳等の名称は正しくご記入ください）。 

なお、いずれにも該当しない場合は記入は不要です。 

➢普通障害者または特別障害者に該当するか否かについては、Ｐ１８「障害者とは」をご覧くだ

さい。 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出され、障害者に該当する旨記

載いただいていた方には、あらかじめ前年申告内容に基づく○が印刷してあります。変更がな

い場合、摘要欄の記載は不要です。 

➢提出する際、障害の程度を示す証明書の添付は必要ありません。 

➢介護保険法で定められている要介護認定の等級、各種公的年金制度から支給されている障害年

金の等級などとは直接関係ありません。 

✍✍  

控除対象となる配偶者が別居している場合は、「同居・別居の区分」の『2.別居』

を○で囲み、裏面⑭「摘要」欄に、控除対象となる配偶者の氏名と住所をご記入

ください。 

また、控除対象となる配偶者が受給者本人または扶養親族等の対象者と同居している場合は、区分の

『1.同居』を○で囲んでください。 

 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出された方には、あらかじめ前年申

告内容に基づく○が印刷してあります。 

➢国外にお住まいの方を控除対象とする場合は、以下の「国外にお住まいの扶養親族等がいる場合の

提出方法」をご覧いただき、必要な添付書類を同封してください。前年に国外にお住まいの方を控

除対象としていた場合は「非居住者」と印刷してあります。変更がない場合、摘要欄の記入、書類

の添付は不要です。 

 ６ 

 １ 

 ７ 
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●個人番号（マイナンバー）欄について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✍✍  

 

控除対象となる扶養親族の種別を○で囲んでください。なお、いずれにも該当し

ない場合は記入は不要です。 

➢平成１１年１月２日から平成１５年１月１日までに生まれた方については「特定扶養親族」に該当し

ますので、『１．特定』を○で囲んでください。 

➢昭和２７年１月１日以前に生まれた方については「老人扶養親族」に該当しますので、『２．老人』

を○で囲んでください。 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出された方には、あらかじめ該当する

種別に○が印刷してあります。 
 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出され、扶養親族等のマイ

ナンバーを記入していただいていた方には、マイナンバーの収録状況表示欄に「収録済」

と印刷してあります。 

➢マイナンバーの収録状況表示欄に「収録済」と記載されている場合は、マイナンバーの記

入は不要です。マイナンバーの変更をされた場合は、裏面⑭「摘要」欄に対象者の氏名、

変更後のマイナンバーをご記入ください。 

➢マイナンバーの収録状況表示欄に「未収録」と記載されている場合、および前年に扶養親

族等を記入して提出していただいていない（マイナンバーの収録状況表示欄に斜線が引か

れています）場合、所得税法 203条の 6の規定によりマイナンバーのご記入をお願いしま

す。番号を確認するための書類の添付は不要です（記入がない場合でも申告書は受け付け

します）。 

 

➢記入方法の例は   を参照してください。 
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「障害」欄は、扶養親族が普通障害者に該当する場合、「1.普通障害」、特

別障害者に該当する場合、「2.特別障害」を○で囲んでください。 

また、障害者に該当する場合は、裏面の⑭「摘要」欄に、扶養親族の氏名、身体障害者手帳等の種類

と交付年月日、障害の程度（等級など）をご記入ください（手帳等の名称は正しくご記入くださ

い）。なお、いずれにも該当しない場合は記入は不要です。 

➢普通障害者または特別障害者に該当するか否かについては、Ｐ１８「障害者とは」をご覧くだ

さい。 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出され、障害者に該当する旨記

載いただいていた方には、あらかじめ前年申告内容に基づく○が印刷してあります。変更がな

い場合、摘要欄の記入は不要です。 

➢提出する際、障害の程度を示す証明書の添付は必要ありません。 

➢介護保険法で定められている要介護認定の等級、各種公的年金制度から支給されている障害年

金の等級などとは直接関係ありません。 

➢記入方法の例は   を参照してください。 

控除対象となる扶養親族が別居している場合は、「同居・別居の区分」の『2.別

居』を○で囲み、裏面⑭「摘要」欄に、その方の氏名と住所をご記入ください。 

また、控除対象となる扶養親族が受給者本人または扶養親族等の対象者と同居している場合は、区分

の『1.同居』を○で囲んでください。 

 

➢日本年金機構から送付している申告書には、前年に申告書を提出された方には、あらかじめ前年申

告内容に基づく○が印刷してあります。 

➢国外にお住まいの方を控除対象とする場合は、Ｐ１０「国外にお住まいの扶養親族等がいる場合の

提出方法」をご覧いただき、必要な添付書類を同封してください。前年に国外にお住まいの方を控

除対象としていた場合は「非居住者」と印刷してあります。変更がない場合、摘要欄の記入、書類

の添付は不要です。 

 

➢記入方法の例は   を参照してください。 
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再 度 記 入 も れ が な い か ご 確 認 く だ さ い 。 

「年間所得の見積額」欄は、令和 3年中の合計所得の金額（見積額）を計算し、

該当する方を○で囲んでください。 

➢所得の金額の計算については、Ｐ１９「所得金額の計算方法」をご覧ください。 

➢計算の結果、所得の金額がマイナスの金額となった場合は、「０」万円と判断してくださ

い。 

➢年間所得の見積額が４８万円を超える場合、控除対象となりません。「48 万円超」に○を

された場合、扶養親族等を記入いたただいても、控除対象となりませんので、ご注意くだ

さい。 

控除対象となる扶養親族が欄に記入しきれない場合は「摘要」欄に、その方の氏名、続柄、

生年月日、種別、障害の有無、同居・別居の区別、年間所得の見積額をご記入ください。 

 

➢「摘要」欄に記入しきれない場合は便箋などに記入し、申告書に同封してご提出くださ

い。その際は、便箋などには受給者の方の基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日

をご記入ください。 

 

同一生計内に所得者が 2人以上いるときは、扶養親族等を他の所得者の扶養親族とすることが

できます。またその生計内の扶養親族等をそれぞれの所得者に分けて控除を受けたりすること

もできます。 

この場合には、裏面⑭「摘要」欄に以下をご記入ください。 

・その扶養親族の方の氏名、あなたから見た続柄、生年月日、住所 

・上記の方を扶養親族として控除を受ける他の所得者の氏名、あなたから見た続柄、住所 

 

➢記載された場合でも、受給者の方の控除額には影響はありません。 

 

✍✍  
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《記入の説明》 

● 太郎（本人）について 

  ➢『本人障害』欄は、障害者ではないので記入しません。 

  ➢『寡婦等』欄は、該当しないので記入しません。 

  ➢『本人所得』欄は、900万円を超えないので○をしません。 

  ○太郎の所得の計算方法 

   １７０万円（老齢年金の金額）－１１０万円（公的年金等控除額）＝６０万円 

   ２００万円（給与の収入金額）－６８万円（給与所得控除額）※＝１３２万円 

    ※２００万円 ×３０％ ＋８万円 ＝６８万円 

   １０万円（年金所得の上限額）＋１０万円（給与所得の上限額）－１０万円 ＝１０万円 

   （所得金額調整控除） 

   所得額 ６０万円＋（１３２万円－１０万円）＝１８２万円 

   

● 好子（妻）について 

  ➢『氏名』欄は、氏名・フリガナを記入します。『続柄』欄は、「2.妻」を○で囲みます。 

 『生年月日』欄は、「5.昭」を○で囲み、年月日を記入します。 

➢『個人番号（マイナンバー）』欄にマイナンバーを記入します。 

➢『配偶者の区分』欄は、好子（妻）の年齢が 65歳以上で、 

収入が年金のみで 158万円以下ですので、上段に○をします。 

➢『配偶者障害』欄は、障害者ではないので記入しません。 

➢『配偶者老人区分』欄は、70歳以上なので、「2.老人」を○で囲みます。 

➢『同居・別居の区分』欄は、同居しているので「1.同居」を○で囲みます。 
 
● 一郎（父）について 

➢『氏名』欄は、氏名・フリガナを記入します。 

『続柄』欄は、「5.父母・祖父母」に○をつけます。 

 『生年月日』欄は、「3.大」を○で囲み、年月日を記入します。 

➢『個人番号（マイナンバー）』欄にマイナンバーを記入します。 

➢『種別』欄は、「老人扶養親族」に該当するため、「2.老人」を○で囲みます。 

➢『障害』欄は、普通障害者に該当するので「1.普通障害」を○で囲みます。 

➢『同居・別居の区分』欄は、別居しているので「2.別居」を○で囲みます。 

➢『年間所得の見積額』欄は、「48万円以下」を○で囲みます。 

  ※障害年金は所得額計算の際、収入に含まれません。 

 ➢『摘要』欄に身体障害者手帳等の種類等、および住所を記入します。 

● 友子（孫）について 

➢『氏名』欄は、氏名・フリガナを記入します。『続柄』欄は、「4.孫」に○をつけます。 

『生年月日』欄は、「7.平」を○で囲み、年月日を記入します。 

➢『個人番号（マイナンバー）』欄にマイナンバーを記入します。 

➢『種別』欄は、「特定扶養親族」に該当するため、「1.特定」を○で囲みます。 

➢『障害』欄は、障害者ではないので記入しません。 

➢『同居・別居の区分』欄は、同居しているので「1.同居」を○で囲みます。 

➢『年間所得の見積額』欄は、「48万円以下」を○で囲みます。   

 
























